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(57)【要約】
【課題】歯科用三次元画像において、金属製の補強具や
詰物を原因として発生するアーティファクトを自動削除
する。
【解決手段】金属を原因とするメタルアーティファクト
は、断層画像上放射線状に生じる。そこで、Ｘ線ＣＴ撮
像に基づいて構成された三次元画像を表示させ、Ｘ線Ｃ
Ｔ撮像平面と垂直な仮想平面を構成し、前記仮想平面上
に現れる所定の閾値内のＣＴ値かつ所定値以下の画素数
の領域をアーティファクトとして特定し除去を行う。そ
の後当該除去する処理を反映させた三次元画像を再表示
する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｘ線ＣＴ撮像に基づいて構成された三次元画像を表示させるステップと、
Ｘ線ＣＴ撮像平面と垂直な仮想平面を構成するステップと、
前記仮想平面上に現れる所定の閾値内のＣＴ値かつ所定値以下の画素数の領域を特定する
ステップと、
前記特定された領域をアーティファクトとして除去する処理を施すステップと、
前記除去する処理を反映させた三次元画像を再表示するステップと
を含むことを特徴とする、三次元画像上アーティファクト自動削除処理方法。
【請求項２】
前記所定の閾値が三次元画像表示のために設定されるウインドウレベル値、ウインドウ幅
値の情報によって設定が可能であることを特徴とする、請求項１記載の三次元画像上アー
ティファクト自動削除処理方法。
【請求項３】
前記画素数の所定値が処理対象となる仮想平面の全面積に対する割合として設定が可能で
あることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の三次元画像上アーティファクト自動削
除処理方法。
【請求項４】
前記画素数の所定値を外部からの操作により設定することが可能であることを特徴とする
請求項１又は請求項２記載の三次元画像上アーティファクト自動削除処理方法。
【請求項５】
Ｘ線ＣＴ撮像平面と垂直な仮想平面を構成する処理と、
前記仮想平面上に現れる所定の閾値内のＣＴ値かつ所定値以下の画素数の領域を特定する
処理と、
前記特定された領域をアーティファクトとして除去する処理と、
前記除去する処理を前記Ｘ線ＣＴ撮像平面に反映させる処理と
を含むことを特徴とする、三次元画像上アーティファクト自動削除処理プログラム。
【請求項６】
前記ＣＴ値の閾値又は前記画素数の所定値、又はその両方を適宜設定することが可能であ
ることを特徴とする請求項５記載の三次元画像上アーティファクト自動削除処理プログラ
ム。
【請求項７】
画像を表示するための表示器と、
前記表示器にＣＴ撮像に基づいて構成された三次元画像を表示させる手段と、
外部からの操作に基づき、ＣＴ撮像平面と垂直な仮想平面を定義し当該仮想平面上の所定
閾値内のＣＴ値かつ所定値以下の画素数の領域を特定する手段と、
外部からの操作に基づき、前記特定された領域をアーティファクトとして除去し前記三次
元画像に反映させる手段と、
前記除去処理が反映された三次元画像を前記表示器に再表示させる手段と
を含むことを特徴とする三次元画像上アーティファクト自動削除処理装置。
【請求項８】
前記画素数の所定値を外部からの操作により設定させるための表示を前記表示器に表示さ
せる手段を更に有することを特徴とする、請求項７記載の三次元画像上アーティファクト
自動削除処理装置。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、医療用、とりわけ歯科用の三次元画像におけるアーティファクトの自動削除処
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理を行う方法、及びその装置並びにコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
コンピュータ断層撮影（Computer Tomography：ＣＴ）は、Ｘ線を用いて人体の３６０度
方向からのデータを得、そのデータをコンピュータ処理することにより断層像を得るもの
である。近時ではＣＴ、或いはＭＲＩで得られた画像を三次元画像に変換するソフトウェ
アが医療分野においても実用化されている。こうした三次元による視覚化手法は、主に手
術前の検討やシミュレーション、或いは患者に対するインフォームドコンセントなどに利
用されている。
【０００３】
Ｘ線ＣＴには、アーティファクトと呼ばれる、生体内に存在しない像が画像上に発生する
ことがある。これらの問題が起きる原因には種々あり、またその現れる態様も様々である
が、精度の高い画像を得るためには、これらの除去を行う画像処理技術が重要である。従
来の三次元画像可視化装置による観察では、アーティファクトを除去するために、ウイン
ドウレベル、ウインドウ幅の設定を調整し、アーティファクトを示すＣＴ値を透明化する
操作が行われていた（特許文献１記載の従来技術）。
【０００４】
しかし、アーティファクトのＣＴ値は、骨や歯のＣＴ値に近い値を持つ場合が多く、アー
ティファクトを透明化することにより観察対象領域である骨や歯まで透明になってしまう
ことがあり、有効な画像を得られない場合があった。こうした問題については、例えば同
様の問題が生じる筋壊死部位の観察において、その問題の解決手段として、画素抽出によ
ってアーティファクトを含めた対象と推定される領域を抽出し、断層画像上の特定の身体
部分からの距離によりこれらを峻別した上削除する断層像処理装置が示されている（特許
文献１）。
【０００５】
ところで歯科分野における三次元画像で現れるアーティファクトの一つにハレーションが
ある。ハレーションはメタルアーティファクトとも呼ばれ、Ｘ線ＣＴ撮像の際、患者の体
内に金属製補強具や歯の合金製充填物が存在する場合にＸ線反射吸収により生じる。ハレ
ーションは断層画像上においては、こうした金属性異物を中心とした放射状の徐々に減衰
する直線として表れる。こうした形状上の特徴に着目した解決手段として、ハレーション
領域を含む複数の二次元ＣＴ画像から、同一方向に一定長の直線からなるエッジ上の各点
に対し、上記二次元画像から垂直方向（Ｚ軸）へ対応する点が存在するか否かを探索し、
一定距離以上離れた場所に対応する点が存在しなくなった場合における該当するエッジ点
を検出し、これらのエッジ点で囲まれた領域を除去することを特徴とするＭＲＩ又はＣＴ
画像のハレーション領域除去方法を示すものがある（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－６１５７２
【特許文献２】特開２００６－２０４８２６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかし歯科診療の対象領域である口腔内を示す断層画像としてはアーチ状の歯列が現れる
こととなり、特許文献１に記載の技術では、従来からの問題であるアーティファクトのみ
の適切な除去を行うことに困難がある。また特許文献２において除去されるのは同一方向
に現れる一定長のハレーションのみであり、ＣＴ撮像の検体条件によっては必ずしも適切
なアーティファクト除去を実現できるとは限らない。
【０００８】
そこで本発明においては、より適切にかつ自動で、歯科用三次元画像におけるアーティフ
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ァクトを適切に削除処理を行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
前記目的を達成するために、本発明にかかるアーティファクトの自動削除処理方法、及び
その装置並びにコンピュータプログラムは、以下の特徴を備える。
【００１０】
（１）Ｘ線ＣＴ撮像に基づいて構成された三次元画像を表示させるステップと、Ｘ線ＣＴ
撮像平面と垂直な仮想平面を構成するステップと、前記仮想平面上に現れる所定の閾値内
のＣＴ値かつ所定値以下の画素数の領域を特定するステップと、前記特定された領域をア
ーティファクトとして除去する処理を施すステップと、前記除去する処理を反映させた三
次元画像を再表示するステップとを含むことを特徴とする、三次元画像上アーティファク
ト自動削除処理方法（請求項１）。
【００１１】
（２）前記所定の閾値が、三次元画像表示のために設定されるウインドウレベル値、ウイ
ンドウ幅値の情報より求めることを特徴とする（１）記載の三次元画像上アーティファク
ト自動削除処理方法（請求項２）。
【００１２】
（３）前記画素数の所定値が処理対象となる前記仮想平面の全面積に対する割合として設
定可能であることを特徴とする（１）又は（２）記載の三次元画像上アーティファクト自
動削除処理方法（請求項３）。
【００１３】
（４）前記画素数の所定値を外部からの操作により設定することが可能であることを特徴
とする（１）又は（２）記載の三次元画像上アーティファクト自動削除処理方法（請求項
４）。
【００１４】
（５）Ｘ線ＣＴ撮像平面と垂直な仮想平面を構成する処理と、
前記仮想平面上に現れる所定の閾値内のＣＴ値かつ所定値以下の画素数の領域を特定する
処理と、前記特定された領域をアーティファクトとして除去する処理と、前記除去する処
理を前記Ｘ線ＣＴ撮像平面に反映させる処理とを含むことを特徴とする、三次元画像上ア
ーティファクト自動削除処理プログラム（請求項５）。
【００１５】
（６）前記ＣＴ値の閾値又は前記画素数の所定値、又はその両方を適宜設定することが可
能であることを特徴とする（５）記載の三次元画像上アーティファクト自動削除処理プロ
グラム（請求項６）。
【００１６】
（７）画像を表示するための表示器と、
前記表示器にＣＴ撮像に基づいて構成された三次元画像を表示させる手段と、外部からの
操作に基づき、ＣＴ撮像平面と垂直な仮想平面を定義し当該仮想平面上の所定閾値内のＣ
Ｔ値かつ所定値以下の画素数の領域を特定する手段と、外部からの操作に基づき、前記特
定された領域をアーティファクトとして除去し前記三次元画像に反映させる手段と、前記
除去処理が反映された三次元画像を前記表示器に再表示させる手段とを含むことを特徴と
する三次元画像上アーティファクト自動削除処理装置（請求項７）。
【００１７】
（８）前記画素数の所定値を外部からの操作により設定させるための表示を前記表示器に
表示させる手段を更に有することを特徴とする、（７）記載の三次元画像上アーティファ
クト自動削除処理装置（請求項８）。
【発明の効果】
【００１８】
本発明は、発生原因となる部位から放射状に現れるというメタルアーティファクト（ハレ
ーション）の形状的特徴、及びＣＴ撮像が連続した平行平面について行われることを踏ま
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え、これらの平行平面と直行する仮想平面においてはメタルアーティファクト（ハレーシ
ョン）が極狭い領域の点状に現れるという点に着目したものである。これによりＣＴ値だ
けでは興味領域である歯或いは骨と識別することが困難であったメタルアーティファクト
（ハレーション）について、その仮想断面上の形状に基づいて特定することができる。こ
れにより当該特定したメタルアーティファクト（ハレーション）を示す領域を連続的に構
成させた全ての仮想平面上で削除し、これを三次元画像に反映させることが可能となり、
従前より適切かつ精緻な画像処理を行うことが可能となる（請求項１、請求項５、請求項
７）。
【００１９】
また、この処理にあたっては、メタルアーティファクト（ハレーション）のＣＴ値を三次
元画像表示のために設定されるウインドウレベル値、ウインドウ幅値の情報より求めるこ
とにより、操作性を損なうことなく適切な削除処理を行うことができる（請求項２）。な
お適切な削除処理を行うために画像上表れていることが望ましいＣＴ値としては、骨及び
歯を観察するにあたっては600～1200、骨について観察するにあたって望ましくは600～70
0である。当該範囲においてメタルアーティファクトも現れることから、適切な削除処理
を行うことによりこれらの画像を用いた治療、診察の質向上が期待できる。
【００２０】
また仮想平面上に現れるアーティファクトの断面積の上限として処理対象となる仮想平面
の全面積に対する割合を設定値とすることで一定程度の適切な処理を効率よく行うことが
できる（請求項３）。なおこの断面積については仮想平面上の画素数として把握すること
が可能である。三次元画像の利用目的や利用状況等に応じて仮想平面上のアーティファク
トとみなす断面積の上限を適宜入力することができる。これにより目的に応じた程度の削
除処理を施した三次元画像を利用することができる（請求項４、請求項６、請求項８）。
【００２１】
なお本発明における「Ｘ線ＣＴ撮像」としては、コーンビーム方式を用いた歯科用ＣＴを
想定しているが、これにかぎらず、ファンビーム方式を採用する医科用ＣＴによる撮像で
あってもよい。また「Ｘ線ＣＴ撮像平面」とは、ＣＴ装置において取得される個々の断層
像として現れる任意の平面を意味する。これは、ハレーションは個々の断層像において生
じ、三次元画像としてはその集合体として現れるものであることから、自動削除処理を行
うにあたっての基準となる平面方向を特定するための概念として定義するものである。
【００２２】
また「Ｘ線ＣＴ撮像平面と垂直な仮想平面」とは、上述したＸ線ＣＴ撮像平面と直交する
平面を仮想したものである。上記の通りハレーションは各Ｘ線ＣＴ撮像平面において、原
因となる金属異物を中心に放射状の矩形として現れるものであるから、この仮想平面上に
おいては、当該仮想平面と平行な矩形として現れるものを除き、所定面積の点として現れ
ることとなる。従って、平行でない複数の連続する仮想平面を定義することにより、Ｘ線
ＣＴ撮像平面上に現れるハレーションは、全て仮想平面上の点として拾い上げることが可
能となる。
【００２３】
「アーティファクトとして除去する処理」とは、所定のＣＴ値として表示されているアー
ティファクトに相当する画素を、その周囲、通常は空気に相当するＣＴ値（－１０００）
に置換する処理をいう。また「ウインドウレベル値」とは、ＣＴ装置内に記憶されたＣＴ
値のうち表示されるＣＴ値の中心値を意味し、「ウインドウ幅値」とはその表示されるレ
ンジをいう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る自動削除処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１における記憶手段に記憶されたソフトウェア概念図である。
【図３Ａ】本発明に係る自動削除処理装置における処理方法の手順を示すフローチャート
である。
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【図３Ｂ】本発明に係る自動削除処理フローにおける削除処理の詳細を示すフローチャー
トである。
【図４Ａ】患部を概念的に表した三次元画像の模式図である。
【図４Ｂ】アーティファクト断面の形状を示す模式図である。
【図４Ｃ】アーティファクトに対する垂直断面の模式図である。
【図５】除去処理を三次元画像に反映させる段階の模式図である。
【図６】操作パネルを示した図である。
【図７】（ａ）適用例１（ローカル矩形領域を対象とした処理）の処理前の画像を示した
図である。（ｂ）同処理後の画像を示した図である。
【図８】（ａ）元データである三次元画像データに基づいて表示された三次元画像を側面
視した状態を表した画像である。（ｂ）上記画像から興味対象領域を含む対象厚さをマニ
ュアル操作で指定した結果を示す画像である。
【図９】（ａ）適用例２（画像全体から対象厚さを指定した処理）の処理前の画像を示し
た図である。（ｂ）同処理後の画像を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
以下、図面を参照しつつ本発明に好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、全図を通じ
同一部分には同一の符号を付すこととする。
【００２６】
図１は、本発明の一実施例であるアーティファクト自動処理装置のハードウェア構成を表
すブロック図である。アーティファクト自動処理装置１００は、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１
０２、ＲＡＭ１０３、バス１０４、Ｉ／Ｆ１０５、入力手段１０６、表示装置１０７、Ｈ
ＤＤ１０８及び通信ポート１０９を有する。ＲＯＭ１０２は不揮発性の記憶装置であり、
ブートプログラム等の基本プログラムを記憶する。ＲＡＭ１０３は揮発性の記憶装置であ
り、プログラムやデータを記憶する領域として、或いは、ＣＰＵ１０１による処理に使用
しているデータを格納する作業領域として利用される。これらの構成は、バス１０４及び
Ｉ／Ｆ１０５を介して入力手段１０６、表示装置１０７、ＨＤＤ１０８及び通信ポート１
０９と接続している。
【００２７】
入力手段１０６は、外部の操作者が入力操作を行うためのデバイスであり、具体的にはマ
ウスやキーボードが一般的であるが、これらに限定されない。例えば、スキャナなどの患
部画像データ取り込み手段なども含まれる。表示装置１０７は、例えば液晶ディスプレイ
や、ＣＲＴディスプレイ等の画像を表示する装置である。なお本実施例においては測定装
置として他のノードと一体的な構成として説明しているが、当然これに限定されることは
なく、例えば拡張端子（図示しない）を介して外部接続する表示装置であってもよい。
【００２８】
ＨＤＤ１０８は、ＯＳ（オペレーティングシステム）及び各種アプリケーションソフトを
読み出し可能に記憶するほか、各種アプリケーションソフトにおける保存データを記憶す
る。通信ポート１０９は、ネットワーク１１０を介して外部の装置とのデータのやりとり
の仲介を行う。
【００２９】
図２は、ＨＤＤ１０８に記憶されているソフトウェア群を示す概念図である。ＨＤＤ１０
８に記憶されているデータ及びプログラムとしては、ＯＳ（オペレーティングシステム）
及びその関連プログラム２１０、アプリケーションソフトにおける保存データ２２０、ア
プリケーションソフト２３０などがある。本実施例におけるアーティファクト自動削除処
理装置においては、後述する機能をハードウェアに機能させるアーティファクト自動削除
処理プログラム２３１、及び３次元画像処理ビューワ２４１が記憶されている。また３次
元画像処理ビューワで展開する医療画像データ２２１が記憶される領域を有している。
【００３０】
３次元画像処理ビューワとしては、ＭＲＩやＣＴのＤＩＣＯＭ画像などを編集可能なソフ
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トウェアであればよく、例えば「ＲＥＡＬ　ＩＮＴＡＧＥ」（株式会社ケイ・ジー・ティ
ー製）などを採用することができる。記憶される医療画像データ２２１のフォーマットと
しては、先述のＤＩＣＯＭの他、ＲＡＷデータ、ＴＩＦＦ、ＢＭＰなどが加工可能である
。
【００３１】
なお、本実施例においては、上記各アプリケーション及びそこで用いられる保存データの
記憶領域をＨＤＤ１０８と規定しているが、説明の便宜のためであり、記憶装置としての
物理的形状はＨＤＤに特定されることはなく、例えばフラッシュメモリなどでも良く、ま
た医療画像データについては外部メディア（図示しない）からＲＡＭ１０３の作業領域に
逐次展開しても良い。
【００３２】
次に、図３から図５を用いて、本発明に係るアーティファクト自動削除処理の流れを説明
する。図３Ａは本削除処理における処理方法の手順を示すフローチャートであり、図３Ｂ
は削除処理の詳細を示すフローチャートである。また図４Ａから図４Ｃは仮想平面におい
てアーティファクトを捕捉する流れを示す概念図である、図５はアーティファクトを削除
処理したデータを三次元画像に反映させる流れを示す概念図である。
【００３３】
まず操作者は、アーティファクト削除処理を行いたい三次元画像データの選択を行う（ス
テップＳ３０１）。操作者は、図２において示した医療画像データ２２１から任意の画像
を選択し決定する。選択された画像データは表示装置１０７によって表示される（ステッ
プＳ３０２）。この段階で選択される三次元画像データは、Ｘ線ＣＴによって取得された
多断層画像データであり、表示に当たっては三次元画像として構築する処理を伴う。また
当該画像データには、興味対象領域を含む広い身体領域に関する画像データが含まれてい
る。
【００３４】
次に操作者は入力手段１０６を介して処理対象領域を特定する（ステップＳ３０３）。特
定にあたっては任意の方法を採用することができる。詳細は後述するが、ローカル矩形領
域を対象とする方法、また画像全体から対象厚さを指定する方法などを採用することがで
きる。
【００３５】
処理対象領域を特定後、アーティファクトと認識するサイズパラメータを指定する（ステ
ップＳ３０４）。サイズパラメータは、仮想平面上に現れるアーティファクトの断面積が
仮想平面全体に占める割合をもって表したものである。サイズパラメータの値を大きくす
るほどアーティファクトと認識され除去されるボクセルは多くなるが、歯や骨など本来削
除対象でないボクセルも削除対象となってしまう場合がある。一方サイズパラメータを小
さくするほどアーティファクトと認識されて除去されるボクセルは少なくなるが、金属片
の近く（必然的に歯や骨の組織の近く）で現れる太いアーティファクトを適切に削除する
ことが出来ない場合がある。従って操作者は、削除処理が反映された画像を見ながら適宜
サイズパラメータの値を調節しつつ繰り返し処理を行うことで所望の処理後画像を得るこ
とができる。
【００３６】
次に処理方向を指定する。三次元画像上のＲ―Ｌ方向、又はＡ―Ｐ方向の何れかを選択す
る（ステップＳ３０５）。サイズパラメータ及び処理方向を指定されたのち、削除処理が
実行される。
【００３７】
図３Ｂは削除処理の詳細ステップを示すフローチャートである。図４Ａないし図４Ｃと照
らし合わせつつ、仮想断面によるアーティファクトの捕捉方法について説明する。図４Ａ
には、三次元画像４００が仮想の立方体スケール内に示されている。ここで対象物ＯＢは
図示縦長の円柱状の物体として模式的に示されている。この三次元画像４００はＺ軸方向
に連続したＸ線ＣＴによる多断層画像から構成されている。ここで任意の一の断層平面Ｓ
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Ｓを図示している。断層平面ＳＳは実際には一定程度のスライス厚を有しており、当該断
層においてはメタルアーティファクトＭＡが対象物ＯＢ内に含まれた原因物質（図示しな
い）を中心とした放射状に生じている。
【００３８】
ここで仮想平面ＶＳを構築する。仮想平面ＶＳは断層平面ＳＳと垂直な平面として構成さ
れる。ここではｙ軸方向に処理を行うことがステップＳ３０５において指定されたものと
して説明する。後述するように、仮想平面ＶＳは連続する平行平面として漸次構築されて
いく。座標を示すための変数ｎに初期値０が設定され（ステップＳ３１１）、次いで座標
上ｙ＝ｎで表現される仮想平面ＶＳが構築される（ステップＳ３１２）。この仮想平面は
、三次元画像データのうち当該平面に属するボクセルに基づいて再構成されるものである
。
【００３９】
次に、当該仮想平面ＶＳ上において、ＣＴ値が所定の閾値内で、かつ所定のサイズ内の連
続するボクセルの検索が行われる（ステップＳ３１３）。上述した通り、また図４Ｂにお
いて示すように、メタルアーティファクトＭＡは各断層平面上で放射状に現れることから
、断層平面と垂直な仮想平面ＶＳとメタルアーティファクトＭＡとは、仮想平面ＶＳに平
行なメタルアーティファクトＭＡを除いて交差する。つまりメタルアーティファクトＭＡ
は、仮想平面ＶＳ上において所定面積を有する点として捕捉される。
【００４０】
図４Ｃは、仮想平面ＶＳ上に点として現れるアーティファクトＡＳを概念的に示したもの
である。メタルアーティファクトＭＡは徐々に減衰する放射状の直線として現れることか
ら、原因物質からの距離やメタルアーティファクトＭＡとの交差する角度によって現れる
面積は異なる。また図４Ｃでは模式的に一の点として現れるアーティファクトＡＳのみを
表しているが、当然複数の点ＡＳが単一の仮想平面ＶＳ上に現れることになる。
【００４１】
次に、対象ボクセルに対してアーティファクト削除の処理が行われる。この処理は対象ボ
クセルのＣＴ値を周囲と同化させる（つまり空気のＣＴ値＝－１０００に置換する）こと
で処理される（ステップＳ３１４）。以上で、一の仮想平面ＶＳ上での処理が終了する。
【００４２】
次に当該仮想平面が、処理すべき最後の仮想平面であったか否かを判別する（ステップＳ
３１５）。まだ処理が済んでいない場合（ステップＳ３１５：Ｎｏ）、座標を定義する変
数ｎを１加算して、平行に連続する次の仮想平面ＶＳについて同様の処理を行う。これを
繰り返し、全ての対象領域について仮想平面の構築が行われれば（ステップＳ３１５：Ｙ
ｅｓ）、削除処理が終了する。図５は各仮想平面ＶＳ・・・ＶＳ毎に行ったアーティファ
クト削除処理を元の三次元画像データに反映させる処理の流れを概念的に示したものであ
る。
【００４３】
その後図３Ａの処理に戻り、削除処理を反映させた三次元画像が再び表示装置１０７に表
示される（ステップＳ３０７）。操作者はこの処理結果を確認しつつ、さらにサイズパラ
メータの指定を行い、また処理対象領域を再指定するなどして、所望の処理画像を得るこ
とができる。
【００４４】
図６は、表示装置１０７に表示されるアーティファクト削除編集の操作を行うためのウイ
ンドウである。ここでアーティファクト削除処理にあたっては、「（Ｒ―Ｌ）方向への処
理」のボタン、「（Ａ―Ｐ）方向への処理」のボタン、及び削除サイズパラメータ指定の
ための設定スライダーが表示されており、操作者は設定スライダーをマウス等の操作によ
って適宜操作し、所望の削除サイズパラメータに設定した上で、Ｒ－Ｌ方向、又はＡ－Ｐ
方向の削除処理を実行する。「Ｕｎｄｏ処理」ボタンを操作すると、既に行った処理をク
リアし、処理前の状態に表示画面を復帰させる。また「処理結果をオリジナル画像に反映
」ボタンを操作すると、削除処理がオリジナルの三次元画像に反映され保存される。
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【００４５】
図７は、本発明のアーティファクト自動削除処理装置を用いて行った画像処理の前後の対
比画像である。（ａ）が処理前、（ｂ）が処理後の画像である。興味対象である歯部には
殆ど視覚的影響を与えることなく、メタルアーティファクトが適切に除去されている。本
処理例は処理対象とするローカル矩形領域をマニュアル操作により抽出し、上記処理によ
りアーティファクトの削除を自動処理している。
【００４６】
図８及び図９は、画像全体から所定の処理対象厚さをマニュアル操作により指定した上で
アーティファクト削除処理を施す操作を示した図である。図８（ａ）は元データである三
次元画像データに基づいて表示された三次元画像を側面視した状態を表した画像である。
操作者は、この画像から興味対象領域を含む対象厚さをマニュアル操作で指定する（図８
（ｂ））。その後削除処理を実行する。図９（ａ）は削除処理前、図９（ｂ）は削除処理
後の断層画像である。右奥歯の原因物質である金属詰物から放射状に生じていたメタルア
ーティファクトが処理後画像ではほぼ消滅していることが判る。
【００４７】
以上、本実施例に係るアーティファクト自動削除処理装置、及びこれに用いられている自
動削除処理用プログラム、並びにこれらを用いた自動削除処理方法によれば、ＣＴ値が興
味対象である骨ないし歯と近似するというメタルアーティファクトの特性からＣＴ値のみ
での選別削除処理が困難であったところ、ＣＴ撮像平面と垂直な仮想平面によってメタル
アーティファクトを点で捕捉し、これを平行して連続する仮想平面において削除処理を行
う。つまりＣＴ値及び所定条件で現れる形状的特徴に基づいてメタルアーティファクトを
捕捉することができるため、従来になかった高品質な処理画像を得ることができる。
【００４８】
なお上記実施例は本発明の一実施例に過ぎず、本発明の趣旨に反しない限りその具体的構
成は適宜構成可能である。
【符号の説明】
【００４９】
１００　　アーティファクト自動削除処理装置
　１０１　　ＣＰＵ
　１０２　　ＲＯＭ
　１０３　　ＲＡＭ
　１０７　　表示装置
　１０８　　ＨＤＤ
　２２１　　医療画像データ
　２３１　　アーティファクト自動削除処理プログラム
　２４１　　３次元画像処理ビューワ
　ＯＢ　　　対象物
　ＭＡ　　　メタルアーティファクト
　ＳＳ　　　断層平面
　ＶＳ　　　仮想平面
　ＡＳ　　　点として現れるアーティファクト
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